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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部の先端部を構成する先端硬性部に形成したホルダ配置孔に挿入配置される
ホルダーに、複数の圧電素子を配列して構成した超音波振動子を設けた超音波内視鏡にお
いて、
　前記ホルダーに前記超音波振動子を覆い包むバルーン内に液体を供給するバルーン用注
液路を設け、前記ホルダーの外周所定位置に前記先端硬性部の先端面に対向してバルーン
取り付け用の溝を形成する周方向凸部を設けたことを特徴とする超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内視鏡挿入部の先端硬性部の先端側に、複数の圧電素子を配列して構成した超
音波振動子を有するホルダーが配置される電子走査式の超音波内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、体腔内に挿入可能な内視鏡挿入部の先端に超音波振動子を設け、内視鏡の処置具挿
通用チャンネルを通して体腔内に処置具を導出して、病変部の組織を採取する等の診断や
処置を行えるとともに、前記超音波振動子によって超音波断層画像を得られるようにした
電子走査式或いは機械走査式の超音波内視鏡が実用化されている。
【０００３】
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前記電子走査式の超音波内視鏡においては、ハウジング（本実施形態ではホルダーと記載
）に多数の圧電素子を整列配置させており、これら圧電素子から延出する素線（信号線）
が超音波装置に接続されている。したがって、この超音波装置によって前記圧電素子を適
宜駆動させることによって所望の超音波画像を得られるようになっている。そして、前記
ハウジングにできるだけ多くの圧電素子を配列することによって優れた分解能の超音波画
像を得られる。
【０００４】
例えば、特開２００１－１７００５４号公報に開示されている超音波内視鏡では、超音波
振動子部を構成する振動子アレイを配列したハウジングを、先端硬性部に形成した振動子
用透孔に配置する構成であった。
【０００５】
この超音波内視鏡では、例えば図１０（ａ）、（ｂ）に示すように先端硬性部１００の先
端部に、バルーン取付け用溝１０１及び図示しないバルーン内に超音波伝達媒体を供給す
るための注入口１０２を形成した注液路１０３を有する、環状部１０４が設けられていた
。
【特許文献１】
特開２００１－１７００５４号公報（頁３、図３（ｂ））
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、挿入可能部位の拡大や患者の苦痛低減等の目的で超音波内視鏡の挿入部の
細径化が求められており、前記図１０（ａ）、（ｂ）に示した構成の超音波内視鏡では、
この構成のままで細径化を図ったとき、先端硬性部の振動子用透孔に挿入配置されるハウ
ジングの基端部を構成するパイプ部分の厚みが薄肉になって所望の強度が得られず、細径
化を断念せざるを得なかった。
【０００６】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、先端硬性部に挿入配置される超音波振動
子部のパイプ部分の強度を低下させることなく、細径化を図った超音波内視鏡を提供する
ことを目的にしている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一態様による超音波内視鏡は、内視鏡挿入部の先端部を構成する先端硬性部に
形成したホルダ配置孔に挿入配置されるホルダーに、複数の圧電素子を配列して構成した
超音波振動子を設けた超音波内視鏡において、
　前記ホルダーに前記超音波振動子を覆い包むバルーン内に液体を供給するバルーン用注
液路を設け、前記ホルダーの外周所定位置に前記先端硬性部の先端面に対向してバルーン
取り付け用の溝を形成する周方向凸部を設けている。
　この構成で、先端硬性部の先端部に環状部を形成するために要していた肉部がホルダー
側に設けられて、先端硬性部の細径化とホルダーの強度の維持が図れる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図１ないし図７は本発明の第１実施形態に係り、図１は超音波内視鏡の概略構成を説明す
る図、図２は超音波振動子部の先端部分を説明する図、図３は超音波内視鏡の先端部分の
内部構造を説明する断面図、図４は図３（ａ）のＥ－Ｅ線断面図、図５は図４のＧ－Ｇ線
断面図、図６は図３（ａ）のＦ－Ｆ線断面図、図７は超音波振動子部の先端部分の他の構
成を説明する図である。
【００１０】
なお、図２（ａ）は超音波内視鏡の先端部分を説明する側面図、図２（ｂ）は超音波内視
鏡の先端部分を図２（ａ）の矢印Ａ方向から見たときの図、図２（ｃ）は超音波内視鏡の
先端部分を図２（ａ）の矢印Ｂ方向から見たときの図、図３（ａ）は図２（ｂ）のＤ－Ｄ
線に沿った説明断面図、図３（ｂ）は図２（ａ）のＣ－Ｃ線に沿った説明断面図である。
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【００１１】
図１に示すように本実施形態の超音波内視鏡１は、例えば気管に挿入される細長な挿入部
２と、この挿入部２の基端に位置する操作部３と、この操作部３の側部から延出するユニ
バーサルコード４とで主に構成されており、前記操作部３の基端部には接眼部５が設けら
れている。
【００１２】
前記ユニバーサルコード４の基端部には図示しない光源装置に接続される内視鏡コネクタ
４ａが設けられている。この内視鏡コネクタ４ａからは図示しない超音波観測装置に超音
波コネクタ６ａを介して着脱自在に接続される超音波ケーブル６が延出している。
【００１３】
前記挿入部２は、先端側から順に硬質な樹脂部材で形成した硬性部材７Ａに傾斜面７ａを
有する先端硬性部７、この先端硬性部７の後端に位置する湾曲操作自在な湾曲部８、この
湾曲部８の後端に位置して前記操作部３の先端部に至る細径かつ長尺で可撓性を有する可
撓管部９を連設して構成されている。前記先端硬性部７の先端側には超音波を送受する複
数の圧電素子を配列して構成した超音波振動子を備えた超音波振動子部２０が設けられて
いる。
【００１４】
なお、前記硬性部材７Ａの材質としては、耐薬品性や生体適合性が良好なポリスルフォン
が用いられる。また、前記操作部３には前記湾曲部８を所望の方向に湾曲操作するための
アングルノブ１１、体腔内に図示しない処置具挿通用チャンネルを介して導入される処置
具の入り口となる処置具挿入口１２等が設けられている。
【００１５】
図２（ａ）ないし図２（ｃ）に示すように前記先端硬性部７には観察光学系を構成する観
察窓１３と、照明光学系を構成する照明窓１４と、処置具挿通用チャンネルの出口側開口
部（以下、開口部と略記する）１５と、後述する固定ピン（図４の符号４１）が挿通配置
されるピン孔１６とが設けられている。なお、前記観察窓１３及び照明窓１４の両者を開
口部１５に対して一方の側にまとめて配置している。また、前記開口部１５は一部分が前
記傾斜面７ａにかかるように形成されている。
【００１６】
前記超音波振動子部２０の長手方向中心軸は、観察光学系の観察視野及び照明光学系の照
明範囲がこの超音波振動子部２０によって大きく遮られることを防止するため、先端硬性
部７の長手方向中心軸に対して下方に芯ずれさせて、前記観察窓１３及び照明窓１４を傾
斜面７ａの所定位置に配置させている。
【００１７】
前記超音波振動子部２０は、硬性部材７Ａの先端面７ｂから突出するホルダー２０Ａを有
している。このホルダー２０Ａは、図示しない数十個の圧電素子を例えば円弧状に配列し
て構成した超音波走査面２１ａを有する超音波振動子２１が配設された振動子配置部２２
と、この振動子配置部２２の基端面から突出して前記硬性部材７Ａの先端面７ｂに形成さ
れている振動子用透孔である後述するホルダ配置孔（図３の符号７ｃ参照）に挿入配置さ
れるパイプ部２３とで主に構成されている。
【００１８】
前記パイプ部２３の振動子配置部側所定位置である先端側には全周に渡って突出した周状
凸部２４ａが設けられている。また、この周状凸部２４ａの先端側面と前記振動子配置部
２２の基端面との間には後述する流体管路の先端側開口である注液口２５ａが形成されて
いる。
【００１９】
図３（ａ）及び図３（ｂ）を参照して超音波振動子部２０及び先端硬性部７の構成を説明
する。
図に示すように前記ホルダー２０Ａのパイプ部２３は、前記硬性部材７Ａの先端面７ｂに
開口を形成したホルダ配置孔７ｃに配置される。そして、このホルダ配置孔７ｃの所定位
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置に前記パイプ部２３を配置することによって、この周状凸部２４ａの基端面側が前記先
端面７ｂに対向して、バルーンを取り付けるための溝が構成される。
【００２０】
前記ホルダ配置孔７ｃに挿通配置されるパイプ部２３は、振動子配置部側である先端側を
構成する大径管部２３ａと、基端側を構成してこの大径管部２３ａより小さく形成した小
径管部２３ｂとで構成されている。この小径管部２３ｂの基端部には前記超音波振動子２
１を構成する各圧電素子から延出する複数の信号線２１ｂをひとまとめにした超音波ケー
ブル３１が挿通する絶縁チューブ３２の先端部が連通固定されている。この絶縁チューブ
３２は、挿入部２内を挿通して操作部３まで延出している。
【００２１】
前記パイプ部２３を構成する大径管部２３ａには前記周状凸部２４ａの他に、この大径管
部２３ａと前記ホルダ配置孔７ｃの後述する係入孔との間の水密を図るＯリング３３が配
置される周溝２４ｂが、所定位置に全周に渡って形成されている。
【００２２】
また、前記大径管部２３ａには前記注液口２５ａに連通する流体管路２５が形成されてい
る。この流体管路２５の基端側開口２５ｂは、前記大径管部２３ａと小径管部２３ｂとの
段面（図３（ｂ）参照）に形成されており、この基端側開口２５ｂにはチューブ接続口金
３４が配設されている。このチューブ接続口金３４には注液チューブ３５の先端部が連通
固定されている。
【００２３】
一方、図に示すように前記先端硬性部７には前記ホルダ配置孔７ｃ及び前記開口部１５を
有する処置具挿通用チャンネル孔１７が形成されている。また、前記先端硬性部７の基端
部には前記湾曲部８を構成する湾曲駒８ａが接続固定されるとともに、この湾曲駒８ａ等
を被覆する湾曲ゴム８ｂの先端部が糸巻き接着部８ｃによって一体的に固定されている。
【００２４】
前記ホルダ配置孔７ｃは、内視鏡長手軸に対して略平行に形成されている。このホルダ配
置孔７ｃは、先端側を形成して前記パイプ部２３を構成する大径管部２３ａの基端側部が
係入配置される係入孔７ｄ及び、基端側を形成して、前記小径管部２３ｂの外形寸法より
所定寸法だけ大きく形成した遊嵌孔７ｅとで構成されている。
【００２５】
前記遊嵌孔７ｅ内には前記小径管部２３ｂ、絶縁チューブ３２及び前記注液チューブ３５
が挿通配置され、前記係入孔７ｄには大径管部２３ａが配置される。つまり、ホルダ配置
孔７ｃの所定位置に前記パイプ部２３が配置されるとき、この大径管部２３ａの周溝２４
ｂに配置されているＯリング３３が前記係入孔７ｄの内周面に密着して水密を確保する状
態になる。
【００２６】
前記開口部１５は、前記先端硬性部７の側面及び前記傾斜面７ａに渡って形成されている
。具体的には、前記開口部１５の大部分を前記硬性部材７Ａの側面に形成して、この開口
部１５の一部分を前記傾斜面７ａに形成している。
このことによって、吸引状態のとき、硬性部材７Ａの側面が体壁に密着状態になることが
防止される。また、超音波ガイド下穿刺のときには、この開口部１５から突出する例えば
一点鎖線に示す穿刺針３６の突出角度θ１を大きくして、この穿刺針３６をできるだけ超
音波振動子２１の超音波走査面２１ａから遠く離れた観察部位への穿刺が可能になってい
る。
【００２７】
前記処置具挿通用チャンネル孔１７は内視鏡長手軸に対して傾いて形成されている。具体
的に、前記処置具挿通用チャンネル孔１７は、開口部１５側を構成する先端側チャンネル
孔１７ａと基端開口側を構成する基端側チャンネル孔１７ｂとを有しており、前記先端側
チャンネル孔１７ａの傾斜角度は前記突出角度θ１ができるだけ大きくなるように可能な
限り大きく設定される。また、前記基端側チャンネル孔１７ｂも所定量（θ２）だけ傾斜
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している。
【００２８】
所定量傾斜した前記基端側チャンネル孔１７ｂにはチューブ連結パイプ３７を介して処置
具挿通用チャンネルを構成する処置具挿通用チャンネルチューブ３８が連通配置される。
【００２９】
これらのことにより、この処置具挿通用チャンネルチューブ３８内を導かれた穿刺針３６
は、基端側チャンネル孔１７ｂ内及び先端側チャンネル孔１７ａ内をスムーズに移動して
開口部１５から突出する。
【００３０】
前記超音波振動子部２０を構成するパイプ部２３は、前記先端硬性部７のホルダ配置孔７
ｃに挿通され、大径管部２３ａと小径管部２３ｂとの段面と係入孔７ｄと遊嵌孔７ｅとが
当接した状態で、図４に示すように固定ピン４１によって位置決めされる。このことによ
って、前記周状凸部２４ａと前記先端面７ｂとでバルーン取付け用の溝が形成される。ま
た、前記超音波振動子部２０の超音波走査面２１ａが所定方向を向いた状態になる。
【００３１】
前記固定ピン４１は、前記先端硬性部７に形成されたピン孔１６に挿入配置され、接着剤
４２によって、この先端硬性部７に一体的に接着固定される。この接着状態とき、前記固
定ピン４１の両端部が先端硬性部７側に位置して、この固定ピン４１の中央部分が前記大
径管部２３ａに形成されている孔２３ｃ内に位置した状態になる。
【００３２】
このことによって、先端硬性部７に配置させた超音波振動子部２０の長手方向位置が変化
することや、たとえ大径管部２３ａの断面形状を円形に形成した場合でもこの大径管部２
３ａが係入孔７ｄ内で回動移動して超音波走査面２１ａが位置ずれすることが防止される
。ただし、大径管部２３ａの断面形状を非円形とした場合などは固定ピン４１の一片端が
先端硬性部７側に、他片端が大径管部２３ａ内に位置してもよい。
【００３３】
なお、前記先端硬性部７には前記ピン孔１６より細径でこのピン孔１６に連通する作業用
透孔４３が形成してある。この作業用透孔４３を設けたことによって、予め接着剤４２を
塗布した状態のピン孔１６に固定ピン４１を挿入していくとき、余分な接着剤４２をこの
作業用透孔４３に排除しながら前記固定ピン４１をピン孔１６の所定位置にスムーズに配
置させられる。また、この接着剤４２によって先端硬性部７に接着固定されている固定ピ
ン４１を取り外す際には、まず、この作業用透孔４３及び前記ピン孔１６に充填されてい
る接着剤４２を除去し、その後、図示しない棒部材を作業用透孔４３に挿通配置させるこ
とにより、前記固定ピン４１の叩き出しを行える。
【００３４】
なお、符号４４は前記観察光学系を構成する前記観察窓１３に臨むイメージガイドであり
、符号４５は前記照明光学系を構成する前記照明窓１４に臨むライトガイドである。
【００３５】
図４及び図５に示すように前記硬性部材７Ａに配置されているイメージガイド４４及びラ
イトガイド４５は、内視鏡長手軸方向に対して所定量傾斜している。そして、この硬性部
材７Ａの基端下方側には、前記イメージガイド４４及びライトガイド４５の屈曲部を形成
するための、屈曲部形成穴４６が形成されている。この屈曲部形成穴４６を設けたことに
よって、前記イメージガイド４４及びライトガイド４５をこの屈曲部形成穴４６で余裕を
持たせて屈曲させて、ファイバ折れが防止される。なお、実際には図４のＡ－Ａ線の断面
図にあってはイメージガイド４４の一部しか示されないが、説明を明瞭にするためにイメ
ージガイド４４の先端付近を全体的に示した。
【００３６】
このことによって、光を屈折させるための小型の光学プリズムを製作することなく、イメ
ージガイド４４及びライトガイド４５を直接、硬性部材７Ａに傾斜配置させて、傾斜面７
ａの所定位置に観察窓１３及び照明窓１４が配置される。
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【００３７】
なお、前記屈曲部形成穴４６を加工する際に、硬性部材７Ａの外表面に露出する切り欠き
部が形成されてしまう場合がある。このときは、所定寸法に形成した蓋部材４７を配置し
て前記切り欠き部を塞いだ状態にした後、前記湾曲駒８ａ及び湾曲ゴム８ｂを配置して接
着部８ｃを設けて、前記切り欠き部による不具合の発生を防止する。
【００３８】
図６に示すように前記湾曲部８を構成する湾曲駒８ａ内には、前記超音波振動子２１から
延出する複数の信号線２１ｂが挿通する超音波ケーブル３１を被覆する絶縁チューブ３２
、前記処置具挿通用チャンネル孔１７に連通する処置具挿通用チャンネルチューブ３８、
前記観察窓１３から延出するイメージガイド４４、前記照明窓１４から延出するライトガ
イド４５及び前記チューブ接続口金３４に連通する注液チューブ３５等が挿通している。
なお、符号８ｕは湾曲部を上方に湾曲させるための上方向湾曲ワイヤであり、８ｄは湾曲
部を下方に湾曲させるための下方向湾曲ワイヤである。
【００３９】
そして、本実施形態においては、前記絶縁チューブ３２及び処置具挿通用チャンネルチュ
ーブ３８の互いの中心が湾曲駒８ａの中心近傍を通って一直線上に並ぶように配置し、こ
の一直線上に配置した前記絶縁チューブ３２及び処置具挿通用チャンネルチューブ３８の
両側に形成される空間にイメージガイド４４及びライトガイド４５と注液チューブ３５を
分けて配置している。このことによって、イメージガイド４４及びライトガイド４５と注
液チューブ３５とが離れた位置関係を保持して挿入部内に配置される。
【００４０】
このように、超音波振動子部を構成するホルダーの大径管部に周状凸部及び流体管路を設
ける一方、硬性部材の先端面にバルーン取付け用の溝及び注液路を有する凸部を設けるこ
となく、前記ホルダーの管部が挿通配置されるホルダ配置孔を設け、このホルダ配置孔に
ホルダーを配置固定することによって、バルーンを取り付けるための溝及び流体の供給が
可能な流体管路を有する超音波内視鏡を構成することができる。
【００４１】
このことによって、硬性部材の先端面からバルーン取付け用の溝及び注液路を有する凸部
がなくなって、硬性部材の細径化が実現される。
【００４２】
また、超音波ケーブルを被覆する絶縁チューブ及び処置具挿通用チャンネルチューブを湾
曲駒内に各中心が略一直線上に並ぶように配置することによって、挿入部の細径化を図る
ことができる。
【００４３】
さらに、観察窓及び照明窓を前記処置具挿通用チャンネルの開口部の一方側に配置したこ
とによって、処置具挿通用チャンネルの開口部から処置具を突出させたとき、この処置具
によって照明窓から出射されている照明光が遮られて、観察部位が暗くなることを確実に
防止することができる。
【００４４】
又、照明窓に臨むイメージガイドファイバとバルーン用注液路とを、処置具挿通用チャン
ネルチューブ及び超音波ケーブルを挟んで配置したことによって、イメージガイドファイ
バ近傍にバルーン用注液路が位置することをなくして、イメージガイドファイバがバルー
ン用注液路を流れる流体によって急冷されて生じる不具合を確実に防止することができる
。
【００４５】
なお、本構成の超音波振動子部２０を前記図１０に示した太さ寸法の超音波内視鏡に適用
すると、硬性部材７Ａの先端面からバルーン取付け用の溝及び注液路を有する凸部がなく
なって、図７に示すように大径管部２３ａの肉厚ｔを厚肉にして強度的に優れたホルダー
２０Ａの構成が可能になる。
【００４６】
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図８及び図９は本発明の第２実施形態にかかり、図８は管部に設ける超音波ケーブルが挿
通する透孔と流体管路との形成位置関係を説明する図、図９は絶縁チューブと注液チュー
ブとの配置位置関係を説明する図である。
【００４７】
本実施形態においては前記パイプ部２３の大径管部２３ａに形成される超音波ケーブル３
１を図８に示すように挿通配置するためのケーブル用透孔の形成位置を前記大径管部２３
ａの中心から位置ずれさせるとともに、流体管路の位置を２３ｃからのケーブル用透孔ま
での距離に合わせて移動させている。
【００４８】
このことによって、流体管路とケーブル用透孔との間隔が幅広になって、図９に示すよう
に、チューブ接続口金３４をストレート形状にして注液チューブ３５を余裕を持って、こ
のチューブ接続口金３４に連通固定させられる。
【００４９】
このように、管部に形成するケーブル用透孔及び流体管路の配置位置を適宜考慮すること
によって、使い勝手に優れたホルダーを構成することができる。
【００５０】
なお、上述した実施形態においては、管部の断面形状を円形としてしているが、管部の断
面形状は円形に限定されるものではなく、例えば、１つの弦部を有する略Ｄ字形や楕円形
、或いは卵形等であってもよい。
【００５１】
尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【００５２】
［付記］
以上詳述したような本発明の上記実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる
。
【００５３】
（１）内視鏡挿入部の先端部を構成する先端硬性部に形成されたホルダ配置孔に挿入配置
されるホルダーに複数の圧電素子を配列して形成した超音波振動子を設けた超音波内視鏡
において、
前記ホルダーに、前記超音波振動子を覆い包むバルーン内に液体を供給するバルーン用注
液路を設けるとともに、前記ホルダーの外周面所定位置に前記先端硬性部の先端面に対向
してバルーン取付け用の溝を形成する周方向凸部を設けた超音波内視鏡。
【００５４】
（２）超音波振動子を備え、バルーン用注液路を設けたホルダーが着脱自在に配置される
先端硬性部に、観察窓、照明窓及び処置具挿通用チャンネル開口部を設けた超音波内視鏡
において、
前記処置具挿通用チャンネル開口部に連通する処置具挿通用チャンネルチューブ及び、前
記超音波振動子から延出する超音波ケーブルを、先端硬性部の配置位置関係にあわせて内
視鏡挿入部内に一列に配置した超音波内視鏡。
【００５５】
（３）前記観察窓と照明窓との配置位置関係を、前記処置具挿通用チャンネル開口部の位
置を考慮して設定した付記２に記載の超音波内視鏡。
【００５６】
このことによって、処置具挿通用チャンネル開口部から例えば穿刺針を突出させたとき、
この穿刺針によって照明窓から出射されている照明光が遮られて、観察窓でとらえる内視
鏡像に穿刺針の影が映り込むこと不具合が防止される。
【００５７】
（４）前記照明窓に臨むイメージガイドファイバ及びライトガイドファイバと、前記バル
ーン用注液路とを、前記処置具挿通用チャンネルチューブ及び超音波ケーブルを挟んで配
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【００５８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、先端硬性部に挿入配置される超音波振動子部のパイ
プ部分の強度を低下させることなく、細径化を図った超音波内視鏡を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図７は本発明の第１実施形態に係り、図１は超音波内視鏡の概略構成
を説明する図
【図２】超音波振動子部の先端部分を説明する図
【図３】超音波内視鏡の先端部分の内部構造を説明する断面図
【図４】図３（ａ）のＡ－Ａ線断面図
【図５】図４のＡ－Ａ線断面図
【図６】図３（ａ）のＢ－Ｂ線断面図
【図７】超音波振動子部の先端部分の他の構成を説明する図
【図８】図８及び図９は本発明の第２実施形態にかかり、図８は管部に設ける超音波ケー
ブルが挿通する透孔と流体管路との形成位置関係を説明する図
【図９】絶縁チューブと注液チューブとの配置位置関係を説明する図
【図１０】先端硬性部の先端部に、バルーン取付け用溝及び超音波伝達媒体を供給するた
めの注液路を有する凸部を設けた超音波内視鏡の構成を説明する図
【符号の説明】
１…超音波内視鏡
７…先端硬性部
７Ａ…硬性部材
７ｂ…先端面
７ｃ…ホルダ配置孔
２０…超音波振動子部
２０Ａ…ホルダー
２３…パイプ部
２３ａ…大径管部
２４ａ…周状凸部
２５…流体管路
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